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             開会 午後１時５０分 

 

     ◎開会宣告 

〇議長 

これより令和６年第２回砂川地区保健衛生組合議会定例会を開会します。 

 

    ◎開議宣告 

〇議長 

直ちに本日の会議を開きます。 

     

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議長 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員として柴田一孔議員及び 

中川清美議員を指名します。 

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

     ◎日程第２ 会期の決定 

〇議長 

日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会は、１１月２９日、１日間としたいと思います。 

このことにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認め、会期は１１月２９日、１日間と決定しました。 

     

     ◎日程第３ 主要行政報告 

〇議長 

日程第３、主要行政報告を求めます。 

          （事務局長挙手） 

事務局長。 

〇事務局長 

私から、令和６年４月以降の保健衛生組合の主要行政についてご報告申し上げます。主

要行政報告をご覧願います。 

１．総務関係では、衛生組合定期監査、令和５年度組合会計決算審査及び例月出納検査

につきましては、記載の日程で実施されたところであります。 

２．共同事務では、はじめに、火葬場施設に関する事務について「吉野斎苑」の火葬炉・

動物炉の使用状況は、本年４月から９月まで、遺体が２７２件、死胎・その他が４件、動

物が２７７件であり、前年度との比較につきましてはそれぞれ記載のとおりであります。 



 

次に、ごみ処理施設に関する事務について、「クリーンプラザくるくる」へのごみ搬入

状況であります。本年４月から９月まで、可燃ごみから資源ごみ及び危険ごみまでの搬入

量は、合計欄の最下欄に記載のとおり、合計で４５２万１，６５０kgであり、前年度と比

較して１５万７，１６０kgの減、率にして９６.６４％、３.３６％の減です。 

次に、「中・北空知エネクリーン」への可燃ごみ搬送量であります。本年４月から９月

まで２９５万２，５００kgであり、前年度と比較して７万６，１３０kgの減、率にして９

７.４９％、２.５１％の減であります。なお、「クリーンプラザくるくる」へ搬入された

可燃ごみ合計２６５万５，１３０kgとの差につきましては、不燃ごみ・粗大ごみ・生ごみ 

・資源ごみを再分別した結果、可燃ごみに加えたことによるものであります。 

以上、主要行政報告といたします。 

 

    ◎日程第４ 議案第１号 砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部を改正す 

る条例の制定について 

 

〇議長  

日程第４、議案第１号 砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

提案者の説明を求めます。 

             （事務局次長挙手） 

事務局次長。 

〇事務局次長 

 議案第１号 砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定につい

て、ご説明申し上げます。 

改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、本組合職員の給料月額、寒冷地手当、期

末手当、勤勉手当及び住居手当を改定するとともに、条文を整理するため、本条例の一部

を改正しようとするものであります。 

次のページは、砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部を改正する条例であります

が、説明にあたりましては、１０ページ、議案第１号附属説明資料№１の新旧対照表によ

りご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっており、改正部分には

アンダーラインを表示しております。 

第１条は、砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部改正であります。 

第１８条は、寒冷地手当の支給の定めであり、第２項中「世帯区分」を「区分」に改め

同項の表中「２３，３６０円」を「２６，０００円」に、「１３，０６０円」を「１４，

５００円」に、「８，８００円」を「９，８００円」に改めるものであります。 

第１９条は、期末手当の支給の定めであり、第２項中「１００分の１２２.５」を「６月

に支給する場合においては１００分の１２２.５、１２月に支給する場合においては１０

０分の１２７.５」に改め、同条第３項中「１００分の６８.７５」を「６月に支給する場

合においては１００分の６８.７５、１２月に支給する場合においては１００分の７１.２



 

５」に、「前項の表」を「同項各号」に改めるものであります。 

第２０条は、勤勉手当の支給の定めであり、第２項中「１００分の１０２.５」を「６月

に支給する場合においては１００分の１０２.５、１２月に支給する場合においては１０

０分の１０７.５」に改め、同条第３項中「１００分の４８.７５」を「６月に支給する場

合においては１００分の４８.７５、１２月に支給する場合においては１００分の５１.２

５」に改めるものであります。 

第２条は、砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部改正であります。 

第１８条は、寒冷地手当の支給の定めであり、第１項中「（定年前再任用短時間勤務職

員を除く。）」を削るものであります。 

第１９条は、期末手当の支給の定めであり、第２項中「６月に支給する場合においては

１００分の１２２.５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７.５」を「１０

０分の１２５」に改め、同条第３項中「６月に支給する場合においては１００分の６８.７

５、１２月に支給する場合においては１００分の７１.２５」を「１００分の７０」に改め

るものであります。 

第２０条は、勤勉手当の支給の定めであり、第２項中「６月に支給する場合においては

１００分の１０２.５、１２月に支給する場合においては１００分の１０７.５」を「１０

０分の１０５」に改め、同条第３項中「６月に支給する場合においては１００分の４８.７

５、１２月に支給する場合においては１００分の５１.２５」を「１００分の５０」に改め

るものであります。 

第２２条は、住居手当の支給の定めであり、第１項を「住居手当は、自ら居住するため

住宅を所有している職員（以下「住宅所有者」という。）又は住宅（貸間を含む。）を借

り受けて家賃を支払っている職員（以下「家賃等支払者」という。）に支給する。」に改

めるものであります。 

附則として、第１項及び第２項はこの条例の施行期日の定めであり、第１項、この条例

は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

第２項、第１条の規定による改正後の砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例（以下「新条

例」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用すると定めるものであります。第３

項は経過措置の定めであり、新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定によ

る改正前の砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新

条例の規定による給与の内払とみなすものであります。 

次に、別表第１の給料表の改正でありますが、４ページから９ページが改正後の給料表

となっております。 

なお、１４ページから２１ページまで議案第１号附属説明資料№２、２２ページから２

９ページまで議案第１号附属説明資料№３、新旧給料比較表を添付しておりますのでご高

覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

〇議長 

これより質疑に入ります。 



 

質疑ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

これで質疑を終わります。 

つづいて討論に入ります。 

討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これより議案第１号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第５ 議案第２号 砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議長 

 日程第５、議案第２号 砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

提案者の説明を求めます。 

             （事務局次長挙手） 

 事務局次長 

〇事務局次長 

議案第２号、砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、本組合会計年度任用職員の給料月額を改

定するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

それでは、２ページをお開きいただきたいと存じます。 

砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例でありますが、改正の内容につきましては、５ページ議案第２号附属説明資料

の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後となっ

ており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。別表第１の給料表

の改正でありますが、全ての級の号俸について給料月額を改めるものであります。なお、

３ページ及び４ページが改正後の給料表となっております。 

附則として、第１項はこの条例の施行期日の定めであり、第１項、この条例は、公布の

日から施行し、この条例による改正後の砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和６年４月１日から適

用すると定めるものであります。 

第２項は、経過措置の定めであり、新条例の規定を適用する場合においては、この条例

による改正前の砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例



 

の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなすものであり

ます。 

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

〇議長 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

これで質疑を終わります。 

つづいて討論に入ります。 

討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これより議案第２号を採決します。 

本案を原案のとおり承認することに、ご異議ありませか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認め、原案のとおり承認されました。 

 

◎日程第６ 議案第３号 令和５年度砂川地区保健衛生組合会計決算の認定を求 

めることについて 

 

〇議長 

 日程第６、議案第３号 令和５年度砂川地区保健衛生組合会計決算の認定を求めること 

についてを議題とします。 

提案者の説明を求めます。 

             （事務局次長挙手） 

 事務局次長 

〇事務局次長 

議案第３号 令和５年度砂川地区保健衛生組合会計決算の認定を求めることについて

別冊の令和５年度保健衛生組合会計歳入歳出決算書をご覧願います。 

１ページをお開きください。決算の概要を申し上げます。 

はじめに、一般概要について、当初予算は３億７，０１９万７千円を計上、途中６万２

千円の減額補正を行い、最終予算額は３億７，０１３万５千円となりましたが、決算額は

３億５，８１７万４，１４８円、執行率９６.８％となり、予算に対して１，１９６万８５

２円の減額となったところであります。 

次に、歳入についてでありますが、内訳は、分担金及び負担金２億８，４８２万１，４

４６円で構成比７９.５％、使用料及び手数料６，０４６万４，９４０円で構成比１６.９％、

諸収入１，２８８万７，７６２円で構成比３.６％となったところであります。なお、歳入



 

の分担金は、各市町にかかる火葬場・ごみ処理施設についてはそれぞれ負担を求め、また

共同で処理する事務に要する経費は、所定の負担割合に基づいて負担を求めたところであ

ります。内訳は、砂川市１億６，１４０万４，１９６円、奈井江町４，５６１万８，４２

４円、浦臼町２，００３万４，３６５円、歌志内市２，９５０万３，２１２円、上砂川町

２，８２６万１，２４９円となったところであります。 

次に、歳出ですが、内訳は、議会費１２万９，９００円、総務費６１万７，９６２円で

構成比０.２％、保健衛生費３億５，７４２万６，２８６円で構成比９９.８％となったと

ころであります。なお、保健衛生費の内訳は、火葬場費４，５１０万１，４０９円で構成

比１２.６％、ごみ処理施設費３億１，２３２万４，８７７円で構成比８７.４％でござい

ます。 

２ページをお開き願います。歳入歳出決算書でありますが、歳入、１款 分担金及び負担

金、１項分担金予算額３億１，０３７万４，０００円に対して収入済額２億８，４８２万

１，４４６円となり、差額の２，５５５万２，５５４円につきましては、構成市町にそれ

ぞれ精算還付をしたところであります。その結果ですが、２８ページをお開き願います。

実質収支に関する調書のとおり、歳入総額、歳出総額ともに３億５，８１７万４.１４８円、

歳入歳出差引額は０円となったところであります。 

次に、組合の財産についてでありますが、財産に関する調書といたしまして、３１ペー

ジから３２ページに記載しておりますので、ご高覧いただきたいと存じます。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

〇議長 

つづいて、監査委員の審査意見の報告を求めます。 

          （監査委員挙手） 

監査委員。 

〇監査委員 

それでは、私から地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された令和５年 

度砂川地区保健衛生組合会計財務会計決算書等付属書類及び財産に関する調書に対する決

算審査意見を申し上げます。 

決算審査意見書の２ページをご覧願います。決算審査は、例月出納検査及び定期監査の

結果を踏まえて行った結果、計数は正確であり、予算執行も適正に処理されていることを

認めたところであります。 

令和５年度の歳入歳出予算額３億７，０１３万５千円は、当初予算額３億７，０１９万

７千円を６万２千円減額補正したもので、歳入歳出の決算額は３億５，８１７万４，１４

８円執行率９６．８％となり、１，１９６万８５２円の不用額を生じたところであります。  

決算額を前年度と比較しますと、歳入歳出で２,１５２万２０１円６．２％増加している

ところでございます。増加した主な理由は、歳出で保健衛生費の火葬場費の需用費と工事

請負費及びごみ処理施設管理費の工事請負費が減少したものの、ごみ処理施設管理費の委

託料が増加したことによるものであります。また、不用額の主なものは、火葬場費の需用



 

費及びごみ処理施設管理費の需用費と委託料であります。 

当組合は、構成市町の理解と協力のもとに運営され、関係職員により適正に事務処理さ

れているところではございますが、今後とも効率的な運営を希望し決算審査意見とします。 

 

〇議長 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

これで質疑を終わります。 

つづいて討論に入ります。 

討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これより議案第３号を採決します。 

本案を原案のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認め、原案のとおり認定されました。 

 

    ◎日程第７ 報告第１号 事務報告書の提出について 

 

〇議長 

日程第７、報告第１号 事務報告書の提出についてを議題とします。 

提案者の説明を求めます。 

          （事務局次長挙手） 

事務局次長。 

〇事務局次長 

事務報告書についてご説明申し上げます。 

砂川地区保健衛生組合事務報告書、１ページ令和５年度吉野斎苑利用状況（火葬炉）に

ついてご説明申し上げます。下段合計欄の中ほど、小計でご説明いたします。死体につき

ましては、１３歳以上５７２体、１３歳未満 １体、合計５７３体の火葬を行いました。そ

のうち構成市町外から１３歳以上２０体の火葬がありました。市町別の内訳は記載のとお

りであります。その他の火葬についてでありますが、死胎・胞衣は利用が無く、身体の一

部につきましては４件、全体の合計は５７７件、使用料合計は１，２１６万７，０００円

であります。 

２ページ、令和５年度動物炉使用件数についてご説明申し上げます。４月から３月まで 

の計の欄でご説明いたしますが、砂川市４２５件、歌志内市３４件、上砂川町３４件、奈

井江町４４件、浦臼町５４件、右下に記載の合計５９１件であり、使用料合計は３２０万

１，５９０円であります。 



 

３ページ、令和５年度クリーンプラザくるくる一般廃棄物受入搬入状況についてご明申 

し上げます。４月から３月末の稼働日数は３１０日間であります。各市町の右手、合計の

欄でご説明いたします。燃やせるごみ・燃やせないごみ・粗大ごみ・生ごみ・資源ごみ・

危険ごみ、合計で、砂川市５５０万４，２６０kg、奈井江町１３３万１，０１０kg、浦臼

町４１万６，２６０kg、歌志内市８０万８，８２０kg、上砂川町６８万８，４１０kg、合

計８７４万８，７６０kgの受入搬入となっております。 

以上で、令和５年度砂川地区保健衛生組合事務報告の説明とさせて頂きます。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

〇議長 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長 

 これで質疑を終わります。 

以上で事務報告を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第２号 定期監査報告 

          報告第３号 例月出納検査報告 

 

〇議長 

日程第８、報告第２号定期監査報告並びに、報告第３号例月出納検査報告を一括議題と

します。定期監査報告並びに、例月出納検査報告は、文書で配付のとおりであります。 

これより報告第２号、報告第３号の質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

これで質疑を終わります。 

以上で報告第２号定期監査報告並びに、報告第３号例月出納検査報告を終わります。 

 

    ◎閉会宣告 

〇議長 

以上で日程の全てを終了しました。 

これをもちまして、令和６年第２回砂川地区保健衛生組合議会定例会を閉会します。  

たいへんお疲れさまでした。 

 

              閉会 午後１４時１４分 
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